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個 人 情 報 保 護 規 程 
                          

                             制定 ２００５年 ４月４日 

                          

 

（目 的） 

第1条  （財）神奈川県スキー連盟（以下本連盟という。）の個人情報保護に関する必要な事

項を以下のように定め、各事業における個人情報の取り扱いについては、本規程のもと

に各事業別に運用するものとする。 

 

（定 義） 

第2条  本規程において、個人情報とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号、記号、その他の符号、画像、

若しくは音声によって当該個人を識別できるものをいう。 

２  個人データとは特定の個人を検索することができるように体系的に整理した情報の

集合物をいう。 

３  保有個人データとは、保有者が開示・訂正・利用停止などの権限を有する個人データ

の内、６ヶ月以内に消去される予定のないものをいう。 

 

（個人情報の適正な取得） 

第３条 本連盟が取得する会員の情報は、事業運営上必要なものであり、必要以上の取得は行

なわないものとする。また取得にあたってはその利用目的を明確にし、それに従って

取扱うものとする。 

２．事業目的を偽り､本人を騙して取得すること。 

３．不正なアクセス行為などの違法な手段により情報を取得すること。  

４．強要して個人情報を取得すること。  

５．第三者に指示して、前各号の不正の手段で個人情報を取得させ、当該第三者から個人 

  情報を取得すること。  

 

（個人情報の利用目的） 

第４条 個人情報の利用は、その取得目的から逸脱しないものとする。ただし、その利用者は

本連盟に限定されず、事業目的達成のために提携している第三者にもおよぶものとす

る。この場合、会員には提供先の範囲を明示し、提供先には本連盟と同じ個人情報の

取り扱いを行わせるものとする。 

 

（情報管理体制） 

第５条 本連盟における個人情報は、情報管理責任者の指示に基づき管理されるものとし、本

連盟においては、総務本部長がこの任にあたり管理する。但し、詳細の体制は別紙に

定める。 

 

（個人情報の管理・維持） 

第６条 個人情報の管理は、厳重に行うこととし、会員に承諾いただいた場合を除き、第三者

に対しデータを開示・提供してはならない。なお、事業運営の都合上、一部業務を上

部団体・下部団体にゆだねる場合は、本連盟と同じ個人情報管理とする。 

また会員の要望に応じ、最新の状態を維持しなければならない。 
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ただし、法令上定められた手続きにより開示・提供を要求された場合は、これに従う

ものとする。 

 

（個人情報の修正等） 

第７条 会員から個人情報の開示、訂正、利用停止等を求められた場合には、本人であること 

        を確認したうえで、事業別に設置されている連絡先が、迅速な対応をとらなければな 

        らない。 

 

（教育体制等） 

第８条 本連盟では、個人情報保護を徹底するために、役員および各委員に対する個人情報保 

        護教育を行うものとする。 

 

（準拠法等） 

第９条 本連盟は、本連盟が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守する。 

また、本規程は、日本国の法律、神奈川県の条例、全日本スキー連盟及び神奈川県体 

育協会の規約、その他規範により判断するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第１０条 本規程の改廃は、理事会の議決による。 


